
●　概　　要

●　財　　源 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金（国10/10）

(高齢者ワクチン接種に伴う追加交付)

●　積算内訳 （単位：千円）

①大規模集中接種業務 三師会への接種委託料
会場借上料等

②その他事務費 時間外手当

●　参　　考 （単位：千円）

　新型コロナウイルスワクチン接種対策事業 補正額 一般会計 15,240千円

令和３年７月１日専決処分　補正予算の概要 補正額 一般会計 １５，２４０ 千円

高齢者のワクチン接種を７月末までに完了するため、新型コロナウイルスワクチン
接種事業における接種体制確保事業費国庫補助金の追加交付があることから、医師
会・歯科医師会・薬剤師会の協力による大規模集中接種会場の増設等、迅速かつ円
滑なワクチン接種業務の実施に必要となる経費の追加を行う。

現在予算額
今回補正額

（専決処分）

14,400 7,740 5,340

項　目

22,000 15,240

532,378全体事業費

現在予算額
今回補正額

（専決処分）
計

22,000 15,240 569,618

内容

2,400

項　目

計　①+②

繰越明許費
（Ｒ２→Ｒ３）

7,600 7,500


